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は
じ
め
に

『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
は
、北
条
時
頼
の
母
で
あ
る
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
語
る

章
段
で
あ
る
。
松
下
禅
尼
は
息
子
時
頼
が
実
家
の
安
達
家①
に
招
か
れ
る
に
あ
た
り
、

息
子
に
倹
約
を
諭
そ
う
と
し
た②
。

相
模
守
時
頼
の
母
は
、
松
下
禅
尼
と
ぞ
申
し
け
る
。
守
を
入
れ
申
さ
る
る
こ

と
あ
り
け
る
に
、
煤
け
た
る
明
り
障
子
の
破
れ
ば
か
り
を
、
禅
尼
手
づ
か
ら
、

小
刀
し
て
切
り
ま
は
し
つ
つ
張
ら
れ
け
れ
ば
、
兄
の
城
介
義
景
、
そ
の
日
の
け

い
め
い
し
て
候
ひ
け
る
が
、「
給
は
り
て
、
な
に
が
し
男
に
張
ら
せ
候
は
ん
。
さ

や
う
の
こ
と
に
心
得
た
る
者
に
候
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
そ
の
男
、
尼
が
細
工

に
よ
も
ま
さ
り
侍
ら
じ
」
と
て
、
な
ほ
一
間
づ
つ
張
ら
れ
け
る
を
、
義
景
、「
皆

を
張
り
替
へ
候
は
ん
は
、
は
る
か
に
た
や
す
く
候
ふ
べ
し
。
ま
だ
ら
に
候
ふ
も

見
苦
し
く
や
」
と
か
さ
ね
て
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
尼
も
、
後
は
さ
は
さ
は
と
張
り

替
へ
ん
と
思
へ
ど
も
、
今
日
ば
か
り
は
わ
ざ
と
か
く
て
あ
る
べ
き
な
り
。
物
は

破
れ
た
る
所
ば
か
り
を
修
理
し
て
用
ゐ
る
こ
と
ぞ
と
、若
き
人
に
見
習
は
せ
て
、

心
つ
け
ん
た
め
な
り
」
と
申
さ
れ
け
る
、
い
と
あ
り
が
た
か
り
け
り
。

世
を
治
む
る
道
、
倹
約
を
本
と
す
。
女
性
な
れ
ど
も
、
聖
人
の
心
に
通
へ
り
。

天
下
を
保
つ
ほ
ど
の
人
を
子
に
て
持
た
れ
け
る
、
ま
こ
と
に
、
た
だ
人
に
は
あ

ら
ざ
り
け
る
と
ぞ
。

松
下
禅
尼
は
兄
で
あ
る
城
介
義
景
が
薦
め
た
「
な
に
が
し
男
」
の
手
を
借
り
る
こ

と
な
く
、
障
子
を
す
べ
て
張
り
替
え
る
と
い
う
「
た
や
す
」
い
方
法
を
拒
絶
し
て
、

煤
け
た
明
り
障
子
の
破
れ
た
所
だ
け
を
、
自
ら
小
刀
で
切
っ
て
張
り
替
え
た
。
そ
し

て
、「
今
日
ば
か
り
は
わ
ざ
と
か
く
て
あ
る
べ
き
な
り
。
物
は
破
れ
た
る
所
ば
か
り
を

修
理
し
て
用
ゐ
る
こ
と
ぞ
と
、
若
き
人
に
見
習
は
せ
て
、
心
つ
け
ん
た
め
な
り
」
と

説
明
し
た
。
松
下
禅
尼
は
自
ら
の
実
践
に
よ
っ
て
、
息
子
北
条
時
頼
に
倹
約
の
重
要

性
を
気
付
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
兼
好
は
助
動
詞
「
け
り
」
を
多
用
し
つ
つ
、

文
末
を
「
け
る
と
ぞ
」
と
結
ぶ
こ
と
で
、
語
り
続
け
ら
れ
て
き
た
物
語
と
し
て
章
段

を
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

崇
倹
禁
奢
は
国
を
治
め
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
繰
り
返
し
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
倹

約
に
関
わ
る
内
容
が
『
徒
然
草
』
に
収
め
ら
れ
た
の
も
、
取
り
立
て
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
兼
好
が
あ
え
て
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
選
択
し

た
こ
と
で
あ
る
。
松
下
禅
尼
が
登
場
す
る
類
話
は
現
在
、『
徒
然
草
』
以
外
に
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る

「
倹
約
」
を
考
察
し
、兼
好
が
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
選
択
し
た
意
義
を
解
明
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
い
。

一
、
先
行
注
釈
書
に
お
け
る
「
倹
約
」
の
解
釈

『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
「
倹
約
」
に
つ
い
て
、『
徒
然
草
』
諸
注
釈

『
徒
然
草
』
に
お
け
る
「
倹
約
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
第
百
八
十
四
段
を
中
心
に
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書
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』③

を
参
照
し
、『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』④
、『
徒
然
草
野
槌
』⑤

を
は
じ
め
と
す
る
近
世
の
主
要

な
注
釈
書
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
は
江
戸
時
代
前
期
、医
師
で
あ
る
秦
宗
巴
に
よ
っ
て
『
徒
然

草
』
各
章
段
に
お
け
る
重
要
な
語
句
を
抽
出
し
て
、
そ
の
意
味
や
説
明
を
、
さ
ま
ざ

ま
な
典
拠
に
よ
り
な
が
ら
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る⑥
。『
徒
然
草
』注
釈
の
嚆
矢
と

し
て
、後
続
の
注
釈
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
で
は
『
徒

然
草
』
第
百
八
十
四
段
の
「
倹
約
を
本
と
す
」
に
つ
い
て
「
論
語
注
ニ
去
レ
奢
従
レ
約

謂
二
之
倹
一
」
と
注
釈
し
て
い
る
。
次
い
で
、林
羅
山
が
注
を
付
し
た
『
徒
然
草
野
槌
』

は
儒
学
者
の
立
場
か
ら
各
章
段
の
文
法
・
出
典
を
考
察
し
、
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
、

近
世
の
『
徒
然
草
』
注
釈
の
基
盤
を
な
し
た
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る⑦
。
こ
こ
で

は
「
世
を
治
む
る
道
、倹
約
を
本
と
す
」
に
つ
い
て
、「
論
語
子
曰
以
レ
約
失
レ
之
者
鮮

矣
。
又
曰
奢
則
不
孫
。
倹
則
固
。
與
二
其
不
孫
一
也
、
寧
固
」、「
何
晏
集
解
云
去
レ
奢

従
レ
約
謂
二
之
倹
一
」
等
と
記
し
、や
は
り
『
論
語
』
に
基
づ
い
て
理
解
し
た
上
で
、倹

約
の
意
義
や
「
礼
儀
」
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
。
後
の
江
戸
時
代
の
『
徒
然
草
』

注
釈
書
及
び
現
代
の
注
釈
書
も
ほ
と
ん
ど
が
『
徒
然
草
野
槌
』
を
踏
襲
し
、『
論
語
』

に
拠
り
つ
つ
、
儒
教
的
立
場
に
立
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
羅
山
注
の
影
響
力
は
絶
大

で
あ
っ
た
。

他
方
、
僧
恵
空
が
執
筆
し
た
『
徒
然
草
参
考
』⑧

で
は
『
論
語
』
と
な
ら
べ
て
道
家

の
典
籍
で
あ
る
『
素
書
』
を
挙
げ
、「
恭
倹
謹
約
所
以
自
守
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
倹

約
の
個
人
修
養
に
お
け
る
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
同
じ
道
家
の
典
籍
で

あ
る
『
子
華
子
』
を
挙
げ
て
、「
聖
人
の
心
に
か
よ
へ
り
」
を
解
説
し
、
古
の
聖
人
が

倹
約
を
治
世
の
宝
と
し
て
崇
め
る
こ
と
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
儒
道
先
賢
の

言
葉
を
ま
と
め
た
明
代
成
立
の
『
明
心
宝
鑑
』
を
引
用
し
、「
勤
倹
治
家
之
本
、
和
順

斉
家
之
本
、
勤
者
富
之
本
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
家
を
治
め
る
重
要
性
か
ら
倹
約
を

説
明
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
の
『
徒
然
草
』
諸
注
釈
書

は
、
漢
籍
を
典
拠
と
し
、
儒
学
だ
け
で
な
く
道
家
思
想
に
も
触
れ
つ
つ
、
個
人
修
養
、

家
を
治
め
る
こ
と
、
下
を
率
い
て
世
を
治
め
る
こ
と
、
な
ど
に
言
及
し
つ
つ
、
第

百
八
十
四
段
に
お
け
る
「
倹
約
」
を
解
釈
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
浅
香
山
井
の
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
の
指
摘
は
興
味
深
い
。

こ
の
書
は
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
か
ら
『
徒
然
草
参
考
』
ま
で
の
十
三
種
の
注
釈
書

の
諸
説
を
集
成
し
、自
説
も
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。こ
こ
で
は
第
百
八
十
四

段
の
「
統
論
」
に
お
い
て
、『
帝
範
』「
誡
盈
篇
」
の
「
倹
則
民
不
レ
労
民
労
則
怨
起
」

と
い
う
部
分
を
引
用
し
て
い
る⑨
。『
帝
範
』は
明
君
聖
主
と
崇
め
ら
れ
る
唐
の
太
宗
が

撰
し
て
太
子
（
の
ち
の
高
宗
）
に
授
け
た
帝
道
の
書
で
あ
る
。『
日
本
国
見
在
書
目
録
』⑩

に
は
「
帝
範
二
」
が
確
認
で
き
、
帝
王
学
の
教
科
書
と
し
て
、『
帝
範
』
は
平
安
時
代

以
降
に
伝
わ
っ
て
以
来
、
日
本
社
会
に
広
い
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
帝
範
』
に
は
「
誡
盈
篇
」
と
「
崇
倹
篇
」
と
い
う
倹
約
に
関
連
す
る
篇
目
が
あ
る
。

第
百
八
十
四
段
に
登
場
す
る
北
条
時
頼
は
後
世
、
為
政
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た

人
物
で
あ
る⑪
。
為
政
者
に
よ
る
倹
約
と
い
う
共
通
点
か
ら
、『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
で

は
『
帝
範
』
を
挙
げ
て
、
第
百
八
十
四
段
に
為
政
者
と
そ
の
母
が
「
倹
約
」
に
関
与

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
起
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
記
載
に
導
か
れ
つ
つ
、
第
百
八
十
四
段
の
背
景
を
さ
ら
に
検
討
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、「
倹
約
」
に
よ
る
『
貞
観
政
要
』
の
登
場

前
節
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
浅
香
山
井
は
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
に
お
い
て
、
為

政
者
に
よ
る
倹
約
に
注
目
し
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
「
倹
約
」
を
理

解
す
る
手
掛
か
り
の
一
つ
と
し
て
『
帝
範
』
に
言
及
し
た
。
し
か
し
唐
の
太
宗
を
め

ぐ
っ
て
は
、『
群
書
治
要
』『
貞
観
政
要
』
な
ど
、
日
本
で
『
帝
範
』
と
同
じ
く
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
上
に
受
容
さ
れ
た
同
種
の
政
治
指
南
書
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。『

群
書
治
要
』は
政
治
上
で
参
考
と
な
る
文
章
を
各
典
籍
か
ら
抜
粋
し
た
書
物
で
あ

り
、『
帝
範
』『
貞
観
政
要
』
の
太
宗
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
の
に
は
及
ば
な
い
。『
帝

範
』
は
理
論
的
な
教
義
を
重
視
す
る
一
方
、具
体
例
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
。
一
方
、

『
貞
観
政
要
』
は
太
宗
と
群
臣
と
の
問
答
を
収
録
し
た
書
で
あ
り
、具
体
例
が
豊
富
で

説
話
的
・
物
語
的
な
内
容
も
多
く
採
録
し
て
い
る
。一
読
し
て『
徒
然
草
』第
百
八
十
四

段
に
お
け
る
説
話
的
な
形
式
と
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

『
貞
観
政
要
』
は
日
本
で
も
平
安
時
代
以
降
、帝
王
学
の
指
南
書
と
し
て
朝
廷
だ
け
で

な
く
、
武
家
に
も
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た⑫
。
た
と
え
ば
後
述
す
る
よ
う
に
、『
徒
然

草
』
と
も
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
る
『
十
訓
抄
』
に
も
『
貞
観
政
要
』
の
受
容
例
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

唐
太
宗
の
御
時
、
魏
徴
、
徳
政
の
三
つ
の
品
を
定
め
申
し
け
る
詞
に
、

　
　

  

焚
二
鹿
台
之
宝
衣
一
、
毀
二
阿
房
之
広
殿
一
、
懼
二
危
亡
於
峻
宇
一
、
思
二
安
処

於
卑
宮
一
、
則
神
化
潜
通
、
無
為
而
治
、
徳
於
上
也

　
　
　

  

鹿
台
の
宝
衣
を
焚
き
、
阿
房
の
広
殿
を
毀
ち
、
危
亡
を
峻
宇
に
懼
れ
、

安
処
を
卑
宮
に
思
は
ば
、
則
ち
神
化
潜
通
し
て
、
無
為
に
し
て
治
ま
る
、

徳
の
上
な
り

と
あ
り
け
る
を
、
貞
観
政
要
に
書
か
れ
ぬ
る
こ
そ
、
倹
約
の
政
の
あ
る
べ
き
や

う
、
い
み
じ
く
め
で
た
け
れ
。
こ
れ
は
帝
道
の
一
事
に
か
ぎ
ら
ず
、
庶
人
の
振

舞
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
心
を
持
て
と
な
り
。
鹿
台
、
阿
房
、
殷
紂
、
秦
皇
二

世
等
の
宮
室
な
り
。⑬

唐
の
政
治
家
・
魏
徴
が
殷
の
紂
王
、
秦
の
始
皇
帝
を
教
訓
と
し
て
太
宗
に
上
疏
し
、

宮
造
り
も
倹
約
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
、
と
い
う
内
容
で
、『
十
訓

抄
』
は
『
貞
観
政
要
』
を
引
用
し
、
倹
約
の
政
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
、
帝
王
か
ら

庶
人
ま
で
も
倹
約
を
守
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）

に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
と
『
徒
然
草
』
と
は
類
似
点
が
少
な
く
な
く
、
兼
好
法
師

は
『
徒
然
草
』
執
筆
に
あ
た
り
、『
十
訓
抄
』
を
直
接
参
照
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ

て
い
る⑭
。『
徒
然
草
』
本
文
に
お
い
て
『
貞
観
政
要
』
の
直
接
的
な
言
及
は
確
認
で
き

な
い
も
の
の
、
第
百
八
十
四
段
は
、『
十
訓
抄
』
同
様
、
倹
約
の
重
要
性
を
提
唱
す
る

点
が
共
通
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
兼
好
が
章
段
執
筆
に
際
し
て
、『
十
訓
抄
』
で

も
引
用
さ
れ
る
『
貞
観
政
要
』
に
依
拠
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
価
値
は
十

分
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
と
『
貞
観
政
要
』
と
の
関
わ
り

『
貞
観
政
要
』
は
、
唐
の
太
宗
の
政
治
理
念
お
よ
び
そ
の
政
治
実
践
を
、
唐
の
中

宗
・
玄
宗
時
代
の
史
臣
で
あ
る
呉
兢
が
編
纂
し
た
語
録
集
で
あ
る
。
唐
の
太
宗
は
、

隋
滅
亡
の
教
訓
を
よ
く
理
解
し
て
、
簡
素
倹
約
を
貫
き
、
賢
材
を
任
用
し
、
諫
め
を

容
認
し
、
群
臣
と
政
治
の
得
失
や
治
国
方
略
な
ど
を
議
論
し
て
、
国
を
長
久
に
守
る

た
め
に
精
励
し
て
い
た
。
太
宗
と
群
臣
と
の
政
治
議
論
を
収
録
し
た
『
貞
観
政
要
』

は
、
国
を
長
く
保
つ
た
め
に
は
い
か
に
す
べ
き
か
、
が
主
題
な
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
『
貞
観
政
要
』
は
平
安
時
代
に
伝
わ
っ
て
以
来
、
為
政
者
の
政
治

規
範
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
教
養
人
の
必
読
書
と
し
て
も
、
広
く
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。『
本
朝
文
粋
』
に
収
録
さ
れ
た
大
江
匡
衡
の
「
返
二
送
貞
観
政
要
於
蔵
人

頭
藤
原
行
成
朝
臣
一
状
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る⑮
。
鎌
倉
時
代
に
降
る
と
、武
家
社
会
に

お
い
て
も
『
貞
観
政
要
』
は
重
ん
じ
ら
れ
た
。『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）

五
月
二
七
日
条
の
「
相
州
令
二
浄
真
一
書
写
二
貞
観
政
要
一
部
一
、今
日
被
二

進
将
軍
家

一
云
⑯々

」（
相
州
は
浄
真
を
し
て
貞
観
政
要
一
部
を
書
き
写
せ
し
む
、
今
日
将
軍
家
に
進
せ
ら

る
云
々
）
に
よ
れ
ば
、
北
条
時
頼
は
、
こ
の
年
に
新
写
さ
れ
た
『
貞
観
政
要
』
を
幕
府

将
軍
に
進
献
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
一
条
兼
良
著
『
小
夜
の
ね
ざ
め
』
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に
は
、北

条
時
政
よ
り
九
代
た
も
ち
た
る
こ
と
も
す
べ
て
才
学
の
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
は

な
か
り
し
に
や
。
わ
づ
か
に
貞
観
政
要
。
御
式
条
な
ど
い
ふ
物
ば
か
り
を
覚
て
。

私
な
く
を
こ
な
ひ
侍
し
ほ
ど
は
。
す
べ
て
国
も
し
づ
か
に
世
も
め
で
た
く
ぞ
侍

し
。⑰

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
北
条
氏
一
族
が
代
々
『
貞
観
政
要
』
を
重
視
し
た
こ
と
を
明

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
一
条
兼
良
が
編
纂
し
た
『
樵
談
治
要
』
に
お
い
て
、

北
条
政
子
が
菅
原
為
長
に
命
じ
て
『
仮
名
貞
観
政
要
』
を
書
か
せ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
る
。

ち
か
く
は
鎌
倉
の
右
大
将
の
北
の
方
尼
二
位
政
子
と
申
し
は
北
条
の
四
郎
平
の

時
政
が
む
す
め
に
て
二
代
将
軍
の
母
な
り
。（
略
）
貞
観
政
要
と
云
書
十
巻
を
ば

菅
家
の
為
長
卿
と
い
ひ
し
人
に
和
字
に
か
ゝ
せ
て
天
下
の
政
の
た
す
け
と
し
侍

り
し
も
此
二
位
尼
の
し
わ
ざ
也
。⑱

北
条
政
子
は
『
貞
観
政
要
』
を
「
天
下
の
政
の
た
す
け
」
と
重
ん
じ
た
だ
け
で
な

く
、
菅
原
為
長
に
和
訳
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
和
訳
は
『
貞
観
政
要
』
の
普
及
を
拡
大

さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
東
に
あ
っ
た
兼
好
が
、当
時
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た『
仮

名
貞
観
政
要
』
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
原
田
種
成
氏
に
よ
る
と
、『
貞
観
政
要
』
に
は
金
沢
文
庫
旧
蔵
本
が
伝
え
ら

れ
、『
金
沢
文
庫
旧
蔵
書
目
』
に
も
そ
の
書
名
が
確
認
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

伝
来
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、鎌
倉
期
の
代
表
的
な
旧
鈔
本
と
認
定
さ
れ
て
い
る⑲
。

『
金
沢
文
庫
古
書
目
録
』
に
も
『
貞
観
政
要
』
の
名
が
確
認
で
き
る⑳
。
小
川
剛
生
氏
に

よ
れ
ば
、
兼
好
は
金
沢
北
条
氏
と
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る㉑
。
関
東
の
金
沢
と
縁
が
深

い
兼
好
が
『
貞
観
政
要
』
に
親
し
ん
だ
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
兼
好
は
『
貞
観
政
要
』
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
続
け
て
『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
「
倹
約
」
と
『
貞
観
政

要
』
と
の
関
係
を
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

四
、
治
国
に
お
け
る
「
倹
約
」

『
貞
観
政
要
』
十
巻
四
十
篇
に
は
、倹
約
を
議
論
す
る
内
容
が
散
見
し
て
い
る
。
倹

約
を
主
題
と
す
る
「
論
倹
約
」「
論
奢
縦
」
と
い
う
篇
目
も
あ
る
。「
倹
約
」
は
『
貞

観
政
要
』
全
体
を
貫
く
主
題
の
一
つ
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
貞
観

政
要
』
の
倹
約
に
か
か
わ
る
内
容
を
検
討
し
た
上
で
、
兼
好
が
提
唱
す
る
「
倹
約
」

の
意
義
を
解
明
し
て
み
よ
う
。

貞
観
四
年
ニ
、詔
ア
テ
人
勢
ヲ
オ
コ
シ
テ
東
都
洛
陽
ノ
乾
元
殿
ヲ
ツ
ク
ロ
ヒ
テ
、

御
ア
リ
キ
ノ
時
ノ
タ
メ
ニ
セ
ム
ト
ス
。
給
事
中
張
玄
素
上
書
シ
テ
申
サ
ク
、
秦

始
皇
帝
位
ヲ
ヽ
コ
シ
テ
、
万
世
マ
テ
ニ
ツ
タ
エ
ム
ト
セ
シ
カ
ト
モ
、
ソ
ノ
子
二

世
カ
ヨ
ニ
ホ
ロ
ヒ
タ
リ
。（
略
）
タ
ヽ
撿
約
ヲ
オ
コ
ナ
ヒ
、
賦
斂
ヲ
ウ
ス
ク
シ
、

ヲ
ハ
リ
ヲ
ツ
ヽ
シ
ム
事
ハ
シ
メ
ノ
コ
ト
ク
ス
ル
時
ハ
、
ナ
カ
ク
マ
タ
シ
。

（『
仮
名
貞
観
政
要
』㉒

巻
第
二　

イ
サ
メ
事
ヲ
モ
チ
ヰ
ル
篇
第
五
）

太
宗
が
「
御
あ
り
き
」
の
た
め
洛
陽
の
乾
元
殿
を
繕
お
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、

張
玄
素
は
上
書
し
て
、
秦
が
二
世
ま
で
で
滅
び
た
こ
と
を
戒
め
と
し
て
、
為
政
者
は

終
始
、
倹
約
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
意
見
し
た
。
続
け
て
、
乾
元
殿
を
補
修
す
る

弊
害
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

今
陛
下
東
都
ニ
ノ
ソ
ミ
給
事
サ
ラ
ニ
ソ
ノ
期
ナ
シ
、
シ
カ
ル
ヲ
ヒ
キ
ツ
ク
ロ
ハ
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シ
ム
、
諸
王
又
ヲ
ノ
〳
〵
邸
ノ
屋
ヲ
ツ
ク
ル
ヘ
シ
。
隋
ノ
ツ
イ
ヱ
ヲ
ト
ロ
ヘ
タ

ル
世
ノ
ス
ヱ
に
ア
タ
レ
リ
、
豈
ツ
カ
レ
キ
ハ
マ
ル
人
ノ
ヽ
ソ
ム
ト
コ
ロ
ナ
ラ
ム

ヤ
。
ソ
ノ
不
可
一
。
陛
下
ノ
ハ
シ
メ
ニ
ハ
、東
都
ノ
カ
サ
ナ
レ
ル
樓
ヒ
ロ
キ
殿
、

コ
レ
ラ
ヲ
ミ
ナ
シ
リ
ソ
ケ
、
コ
ホ
タ
シ
メ
テ
、
天
下
ノ
心
ヲ
ヒ
ト
ツ
ニ
シ
テ
ヨ

ロ
コ
ヒ
ア
フ
キ
ヌ
。
ハ
シ
メ
ニ
ハ
ソ
ノ
ヲ
コ
リ
ヲ
コ
レ
ル
事
ヲ
ニ
ク
ム
テ
、
イ

マ
ナ
ム
ソ
美
麗
ヲ
ア
ヒ
ツ
ク
心
ア
ラ
ム
ヤ
。
ソ
ノ
不
可
二
。
又
イ
ソ
ク
ヘ
カ
ラ

サ
ル
コ
ト
ヲ
イ
ト
ナ
ム
テ
、
ム
ナ
シ
キ
ツ
イ
ヱ
ヲ
ノ
労
ヲ
ナ
ス
。
國
ニ
年
々
兼

ル
タ
ク
ハ
ヘ
ナ
シ
、
ナ
ム
ソ
東
都
西
都
ノ
二
ノ
ミ
ヤ
コ
ヲ
モ
チ
ヰ
ム
。
労
役
法

ニ
ス
キ
ハ
、
ウ
ラ
ミ
ソ
シ
リ
共
ニ
ヲ
コ
ル
ヘ
シ
、
ウ
ラ
ミ
ソ
シ
リ
ヲ
コ
ラ
ハ
、

禍
乱
タ
チ
マ
チ
ナ
ル
ヘ
シ
。
ソ
ノ
不
可
三
。
百
姓
隋
ノ
乱
ニ
ツ
イ
ヱ
テ
、
陛
下

ノ
恩
ニ
イ
コ
ヘ
リ
、飢
寒
コ
ト
ナ
ヲ
切
ニ
シ
テ
、生
計
メ
ク
ラ
シ
カ
タ
シ
。
五
六

年
ノ
ア
ヒ
タ
ハ
、
フ
ル
キ
ニ
復
シ
カ
タ
シ
、
ナ
ム
ソ
ツ
カ
レ
タ
ル
人
ノ
チ
カ
ラ

ヲ
ウ
ハ
ヽ
ム
ヤ
。
ソ
ノ
不
可
四
。（
中
略
）
臣
キ
ク
、
阿
房
宮
ナ
サ
レ
シ
時
ニ
、

秦
代
カ
タ
フ
ケ
リ
、
章
華
殿
ツ
ク
リ
シ
時
ニ
、
楚
國
ホ
ロ
ヒ
タ
リ
。
乾
元
殿
タ

テ
ラ
レ
シ
時
、
隋
世
ヤ
フ
レ
タ
リ
。

　
　
（
巻
第
二　

イ
サ
メ
事
ヲ
モ
チ
ヰ
ル
篇
第
五
）

乾
元
殿
を
補
修
す
る
こ
と
は
、
疲
弊
し
た
人
民
に
と
っ
て
負
担
で
し
か
な
い
。
そ

れ
は
乾
元
殿
の
修
繕
の
弊
害
の
第
一
で
あ
る
。
続
く
第
二
に
お
い
て
、
東
都
の
層
楼

広
殿
を
壊
し
た
た
め
、
人
民
が
皆
喜
び
慕
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
今
の
乾
元
殿

を
繕
う
こ
と
は
、
奢
侈
を
好
む
兆
し
で
あ
り
、
民
心
を
失
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

第
三
に
は
、
宮
殿
の
造
作
の
た
め
に
、
人
を
労
役
し
て
、
費
用
を
無
駄
に
消
耗
す
る

弊
害
を
指
摘
す
る
。
労
役
を
課
し
過
ぎ
れ
ば
、
恨
み
や
誹
り
を
引
き
起
こ
し
て
、
さ

ら
に
禍
乱
を
招
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
続
け
て
第
四
に
は
、
疲
弊
し
た
人
民
の

力
を
奪
う
の
で
は
な
く
、
民
力
を
養
っ
て
生
計
の
安
定
を
図
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
秦
の
阿
房
宮
・
楚
の
章
華
殿
・
隋
の
乾
元
殿
は
皆
、
昔
日
の
教
訓
で

あ
り
、
国
の
滅
亡
の
端
緒
で
あ
る
。
建
物
の
奢
侈
は
、
人
民
を
疲
弊
さ
せ
、
国
家
の

財
力
を
費
し
、
国
の
滅
亡
の
契
機
に
な
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
魏
徴
は
、
太
宗
へ
の
諫
言
を
十
箇
条
挙
げ
て
上
書
し
た
。
そ
の
中
で
、

頻
り
に
倹
約
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

貞
観
十
三
年
ニ
、
魏
徴
上
書
シ
テ
申
サ
ク
、
ワ
レ
軒
轅
、
黄
帝
ノ
巖
廊
ニ
シ
テ

マ
ツ
リ
コ
ト
ヲ
ホ
ト
コ
イ
シ
事
、
治
化
ヲ
サ
タ
ム
ル
時
ハ
、
淳
朴
ナ
ル
コ
ト
ヲ

サ
キ
ト
シ
テ
、
浮
華
レ
ル
事
ヲ
シ
リ
ソ
ケ
、
臣
下
ヲ
論
ス
ル
時
ハ
忠
良
タ
ト
ヒ
、

奢
侫
ヲ
イ
ヤ
シ
ウ
シ
、
制
度
ヲ
イ
フ
時
ハ
、
美
麗
ヲ
絶
、
倹
約
を
貴
ヒ
、
物
産

ヲ
オ
サ
ム
ル
時
ハ
、
穀
帛
ヲ
ヽ
モ
シ
ク
綾
錦
ヲ
イ
ヤ
シ
ウ
ス
。（
略
）

陛
下
貞
観
ノ
ハ
シ
メ
ニ
、（
略
）
仁
義
ノ
ミ
チ
マ
ホ
リ
テ
ウ
シ
ナ
ハ
ス
、
倹
約
ノ

コ
ヽ
ロ
サ
シ
勤
テ
カ
ハ
ラ
ス
。
無
為
ニ
シ
テ
欲
ナ
ク
、
清
静
ニ
シ
テ
遠
ニ
カ
ウ

フ
ラ
シ
メ
タ
リ
。
シ
カ
ル
ヲ
コ
ノ
コ
ロ
、
ム
カ
シ
ノ
コ
ヽ
ロ
サ
シ
ヤ
ウ
ヤ
ク
ニ

ソ
ム
イ
テ
、
敦
キ
コ
ト
ハ
リ
ヲ
ウ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
、
コ
ト
ハ
ヲ
キ

ク
時
ハ
上
聖
ニ
コ
ヘ
タ
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
事
ヲ
論
ス
ル
時
ハ
中
主
ニ
コ
ヘ
カ
タ

シ
。（
略
）
コ
レ
マ
ツ
ヲ
ハ
リ
ヲ
ヨ
ク
セ
サ
ル
ソ
ノ
一
ナ
リ
。
陛
下
貞
観
ノ
ハ
シ

メ
ニ
、
人
ヲ
ミ
ル
事
イ
タ
メ
ル
カ
コ
ト
シ
、
人
ノ
苦
労
ヲ
ミ
テ
ハ
、
ス
ナ
ハ
チ

コ
レ
ヲ
哀
事
子
ノ
コ
ト
シ
、
ツ
ネ
ニ
倹
約
ヲ
コ
ノ
ム
テ
、
イ
ト
ナ
ミ
ス
ル
ト
コ

ロ
ナ
シ
。
シ
カ
ル
ヲ
コ
ノ
コ
ロ
、
タ
チ
マ
テ
ニ
簡
約
ヲ
ワ
ス
レ
テ
、
奢
レ
ル
心

ス
テ
ニ
ア
リ
。（
中
略
）
ヲ
ソ
ラ
ク
ハ
コ
レ
国
ヲ
ヲ
コ
ス
理
道
ニ
ア
ラ
ス
。
人
ヲ

ヤ
ス
ム
ル
ナ
カ
キ
ハ
カ
リ
事
ニ
ア
ラ
ス
。
コ
レ
ヲ
ハ
リ
ヲ
ヨ
ク
セ
サ
ル
ソ
ノ
漸

二
也
。
陛
下
貞
観
ノ
ハ
シ
メ
ニ
ハ
、
ヲ
ノ
レ
カ
心
ヲ
オ
サ
ヘ
テ
、
モ
ハ
ラ
人
ヲ

利
ス
。
シ
カ
レ
ト
モ
イ
マ
ニ
イ
タ
テ
、
欲
ヲ
・
ホ
シ
イ
マ
ヽ
ニ
シ
、
人
ヲ
労
セ

シ
メ
テ
、
倹
約
ノ
コ
ト
年
々
ニ
ア
ラ
タ
マ
リ
、
驕
逸
ノ
心
日
々
ニ
マ
サ
レ
リ
。

（
略
）
ア
ル
イ
ハ
イ
ト
ナ
マ
ム
ト
ス
ル
時
ハ
、
人
ノ
イ
サ
メ
ム
事
ヲ
オ
モ
ム
ハ
カ

テ
、
陛
下
ミ
ツ
カ
ラ
ノ
タ
マ
ハ
ク
、
モ
シ
コ
ノ
事
ヲ
セ
ス
ハ
、
我
身
ニ
タ
ヨ
リ
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ア
ラ
シ
。
臣
下
ナ
ム
ソ
コ
レ
ヲ
イ
サ
メ
ム
ヤ
ト
。
コ
レ
タ
ヽ
イ
サ
ム
ル
モ
ノ
ヽ

口
ヲ
フ
サ
ク
ニ
ア
リ
、
豈
ヨ
キ
事
ヲ
ヱ
ラ
ム
テ
ヲ
コ
ナ
フ
ミ
チ
ナ
ラ
ム
ヤ
。
コ

レ
ヲ
ハ
リ
ヲ
ヨ
ク
セ
サ
ル
ソ
ノ
漸
三
也
。

（
巻
第
十　

ハ
シ
メ
ヲ
ヨ
ク
シ
ヲ
ワ
リ
ヲ
ツ
ヽ
シ
ム
ヘ
キ
篇
第
四
十
）

魏
徴
は
上
書
文
の
冒
頭
に
、
国
を
定
め
て
政
治
を
行
う
際
に
、
奢
侈
を
絶
ち
倹
約

を
尊
ぶ
こ
と
を
制
度
化
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
く
。
そ
の
第
一
条
は
、最
初
の
仁
義
、

倹
約
の
志
に
背
い
て
は
聖
主
に
な
れ
な
い
こ
と
を
太
宗
に
諭
し
て
い
る
。
第
二
・
第

三
条
は
倹
約
と
造
作
と
の
つ
な
が
り
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
の
第
二
条
で
は
、
太
宗

は
初
め
に
倹
約
を
旨
と
し
、
人
を
煩
わ
す
造
作
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
、

次
い
で
奢
侈
を
好
ん
で
人
を
軽
々
し
く
労
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
状
を
厳
し
く
諫
め

て
い
る
。
続
く
第
三
条
は
私
欲
の
た
め
、
人
を
労
苦
す
る
よ
う
に
な
っ
た
太
宗
の
驕

奢
の
振
舞
い
に
言
及
し
て
い
る
。
宮
殿
を
造
営
し
な
け
れ
ば
、
我
が
身
が
不
都
合
で

あ
る
と
言
い
訳
し
て
、
諫
め
る
も
の
の
口
を
塞
ぐ
の
で
あ
る
。
造
作
の
た
め
人
を
酷

使
す
る
こ
と
は
、
倹
約
の
志
に
背
き
、
人
民
の
安
寧
を
奪
い
、
い
つ
か
は
災
禍
を
招

く
。
魏
徴
は
太
宗
の
奢
り
の
兆
し
を
強
く
憂
慮
し
て
、
繰
り
返
し
強
調
し
つ
つ
諫
め

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
用
例
を
通
じ
て
、『
貞
観
政
要
』
は
特
に
「
造
作
に
お
け
る
倹
約
」
を
重
ん

じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
倹
約
が
治
国
に
お
い
て
重
大
役
割
を
果

た
す
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
倹
約
は
治
乱
興
亡
と
深
く
か

か
わ
り
、
国
を
治
め
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
と
の
認
識
な
の
で
あ
る
。

為
政
者
は
人
を
慈
し
み
、
無
駄
な
消
耗
を
避
け
、
過
差
を
慎
ん
で
、
以
て
国
の
存
続

を
守
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
の
再
考

そ
れ
で
は
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
検
討
し
て

み
よ
う
。
松
下
禅
尼
が
執
権
時
頼
を
安
達
邸
に
招
く
際
、
自
ら
障
子
の
破
れ
を
切
り

貼
り
す
る
こ
と
で
、
息
子
に
倹
約
を
気
付
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い

の
は
、
仕
手
を
使
わ
な
い
こ
と
、
障
子
の
破
れ
た
所
だ
け
を
繕
う
こ
と
の
二
箇
所
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
か
ら
造
作
の
費
え
を
避
け
て
、
且
つ
建
物
の
修
繕
の
た
め
人
を
煩

わ
さ
な
い
と
い
う
松
下
禅
尼
の
心
遣
い
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、『
貞
観
政

要
』
に
描
か
れ
る
造
作
に
お
け
る
倹
約
の
逸
話
と
明
ら
か
に
近
似
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、張
玄
素
は
『
貞
観
政
要
』
巻
第
二
「
イ
サ
メ
事
ヲ
モ
チ
ヰ
ル
篇
第
五
」

に
述
べ
た
よ
う
に
、「
労
役
法
ニ
ス
キ
ハ
、
ウ
ラ
ミ
ソ
シ
リ
共
ニ
ヲ
コ
ル
ヘ
シ
、
ウ
ラ

ミ
ソ
シ
リ
ヲ
コ
ラ
ハ
、
禍
乱
タ
チ
マ
チ
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
人
を
労
役
し
費
用
を
無
駄
に

消
耗
し
て
、
宮
殿
を
造
作
す
れ
ば
、
民
の
恨
み
は
募
り
、
さ
ら
に
禍
乱
を
招
く
。『
貞

観
政
要
』
巻
第
十
「
ハ
シ
メ
ヲ
ヨ
ク
シ
ヲ
ワ
リ
ヲ
ツ
ヽ
シ
ム
ヘ
キ
篇
第
四
十
」
で
魏

徴
は
「
陛
下
貞
観
ノ
ハ
シ
メ
ニ
、
人
ヲ
ミ
ル
事
イ
タ
メ
ル
カ
コ
ト
シ
、
人
ノ
苦
労
ヲ

ミ
テ
ハ
、
ス
ナ
ハ
チ
コ
レ
ヲ
哀
事
子
ノ
コ
ト
シ
、
ツ
ネ
ニ
倹
約
ヲ
コ
ノ
ム
テ
、
イ
ト

ナ
ミ
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
シ
」、「
陛
下
貞
観
ノ
ハ
シ
メ
ニ
ハ
、
ヲ
ノ
レ
カ
心
ヲ
オ
サ
ヘ
テ
、

モ
ハ
ラ
人
ヲ
利
ス
」と
、太
宗
が
貞
観
の
は
じ
め
に
造
作
の
た
め
人
を
煩
わ
さ
な
か
っ

た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
建
物
の
修
繕
や
造
作
に
お
い
て
、「
美
麗
ヲ
絶
、
倹
約
を

貴
ヒ
」、
人
力
を
惜
し
む
こ
と
は
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
、
或
い
は
松
下
禅
尼

の
心
遣
い
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

兼
好
は
『
徒
然
草
』
第
二
百
十
五
段
に
お
い
て
、
北
条
時
頼
の
簡
素
な
生
活
を
回

顧
し
、「
そ
の
世
に
は
、
か
く
こ
そ
侍
り
し
か
」
と
慨
嘆
し
て
、
同
時
代
の
為
政
者
の

奢
侈
へ
の
批
判
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
当
時
の
為
政
者
の
贅
沢
に
つ
い
て
兼
好
は

『
徒
然
草
』
第
二
段
に
お
い
て
、
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い
に
し
へ
の
聖
の
御
代
の
政
を
も
忘
れ
、
民
の
愁
へ
、
国
の
そ
こ
な
は
る
る
を

も
知
ら
ず
、
よ
ろ
づ
に
き
よ
ら
を
尽
し
て
い
み
じ
と
思
ひ
、
所
せ
き
さ
ま
し
た

る
人
こ
そ
、
う
た
て
、
思
ふ
と
こ
ろ
な
く
見
ゆ
れ
。

と
も
批
判
す
る
。
兼
好
が
生
き
た
時
代
に
奢
侈
の
風
が
盛
ん
に
な
り
、
為
政
者
た
ち

は
贅
沢
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
兼
好
は
一
昔
前
の
松
下
禅

尼
や
北
条
時
頼
の
逸
話
を
通
じ
て
、
倹
約
を
称
揚
す
る
と
同
時
に
、
今
の
為
政
者
の

贅
沢
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
為
政
者
の
奢
侈
な
る
こ
と
を
諫
め
、
倹
約
の
政
を
提

唱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
徒
然
草
』
は
『
貞
観
政
要
』
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
貞
観
政
要
』は
北
条
氏
一
門
が
親
し
ん
だ
典
籍
で
あ
っ
た
。
兼
好
は
幕
府
の
重
臣

が
『
貞
観
政
要
』
を
尊
ぶ
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
、
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
あ
え
て
選

択
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
倹
約
の
治
国
に
お
け
る
役
割
を
明
確
に
し
た
上
で
、
造
作
の
倹
約
を
主
と

し
て
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
『
貞
観
政
要
』
の
影
響
を
検
討
し
た
。

次
に
兼
好
が
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
選
択
し
た
意
図
を
探
る
べ
く
、「
女
性
が
語
る
倹

約
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る
『
貞
観
政
要
』
の
更

な
る
影
響
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

六
、
女
性
が
語
る
天
下
と
倹
約

『
徒
然
草
』
注
釈
書
に
お
い
て
、
高
階
楊
順
著
『
徒
然
草
句
解
』
と
北
村
季
吟
著

『
徒
然
草
文
段
抄
』
は
『
徒
然
草
野
槌
』
の
記
述
を
基
本
に
し
つ
つ
も
、松
下
禅
尼
に

注
目
し
て
自
説
を
加
え
て
い
る
。『
徒
然
草
文
段
抄
』㉓

で
は
「
此
段
は
世
を
治
る
道
は

倹
約
を
も
と
ゝ
す
る
事
を
松
下
禅
尼
の
も
の
が
た
り
に
つ
き
て
教
た
り
」
と
述
べ
、

『
徒
然
草
句
解
』㉔

で
は
「
此
段
に
は
世
を
お
さ
む
る
に
倹
約
を
本
と
す
る
道
理
を
述
た

り
。
誠
に
松
下
禅
尼
の
才
す
ぐ
れ
た
り
。
そ
の
言
葉
金
玉
也
、
其
心
有
が
た
し
」
と

肯
定
し
て
い
る
。
実
際
、
兼
好
は
女
性
が
倹
約
を
説
く
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を

見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
貞
観
政
要
』
の
「
倹
約
ヲ
論
ス
ル
」
篇
に
お
い
て
、
劉
聡
の
后
で
あ
る
劉
娥
が
、

宮
殿
の
造
営
を
し
な
い
よ
う
劉
聡
を
諫
め
た
故
事
を
記
し
て
い
る
。
以
下
に
掲
出
す

る
。

貞
観
十
六
年
、
太
宗
侍
臣
ニ
カ
タ
テ
ノ
タ
マ
ハ
ク
、
朕
コ
ノ
コ
ロ
劉
聰
傳
ヲ
ヨ

ム
ニ
、
カ
フ
傳
ニ
イ
ハ
ク
、
劉
聰
キ
サ
キ
劉
后
カ
タ
メ
ニ
䳨
儀
殿
ヲ
タ
テ
ム
ト

ス
。
廷
尉
陳
元
達
イ
サ
メ
ト
ヽ
メ
ム
ト
ス
。
劉
聰
オ
ホ
キ
ニ
イ
カ
テ
、
命
シ
テ

陳
元
達
ヲ
キ
ラ
シ
メ
ツ
。
キ
サ
キ
劉
后
テ
ツ
カ
ラ
上
書
シ
テ
、
䳨
儀
殿
ヲ
辞
ス

ル
心
ハ
ナ
ハ
タ
切
也
。
劉
聰
イ
カ
リ
ス
ナ
ハ
チ
ト
ケ
テ
、
オ
ホ
キ
ニ
コ
レ
ヲ
ハ

ツ
。
人
昔
書
ヲ
ヨ
ム
コ
ト
ハ
、
ヒ
ロ
ク
キ
ヽ
モ
テ
ヨ
キ
コ
ト
ヲ
マ
シ
、
ア
シ
キ

コ
ト
ヲ
イ
マ
シ
メ
ム
タ
メ
也
。
朕
コ
ノ
䳨
儀
殿
ノ
コ
ト
ヲ
ミ
ル
ニ
、
フ
カ
キ
イ

マ
シ
メ
ト
ス
ヘ
シ
。
此
コ
ロ
一
ノ
小
殿
ヲ
ツ
ク
ラ
ム
ト
ス
、
監
田
縣
ニ
令
シ
テ

材
ヲ
ト
ル
コ
ト
ス
テ
ニ
ソ
ナ
ハ
レ
リ
。
ト
ヲ
ク
劉
聰
カ
コ
ト
ヲ
思
ヤ
リ
テ
、
コ

ノ
造
作
ツ
イ
ニ
ヤ
ミ
ヌ
。　

 

（
巻
第
六　

倹
約
ヲ
論
ス
ル
篇
第
十
八
）

劉
聰
は
妻
劉
氏
娥
の
た
め
に
、「
䳨
儀
殿
」
を
建
て
よ
う
と
す
る
が
、
廷
尉
陳
元
達

は
劉
聰
の
こ
の
行
い
に
反
対
し
て
諫
言
し
た
。
し
か
し
陳
の
諫
言
は
劉
聰
の
怒
り
を

招
き
、
劉
聰
は
陳
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
、
妻
劉
氏
が
陳
の
赦
免
を
求
め

た
た
め
、劉
聰
は
深
く
恥
じ
、陳
を
許
し
た
。『
晋
書
』
巻
九
十
六
「
列
傳
第
六
十
六
」

に
劉
氏
の
上
疏
文
が
採
録
さ
れ
て
い
る㉕
。

娥
（
略
）
手
疏
啓
曰
、（
略
）
陛
下
此
怒
由
妾
而
起
、
廷
尉
之
禍
由
妾
而
招
、

人
怨
国
疲
、
咎
帰
二
於
妾
一
、
距
諫
害
忠
、
亦
妾
之
由
。
自
古
敗
国
喪
家
、
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未
始
不
一

由
婦
人
二
者
也
。
妾
每
覧
二
古
事
一
、
忿
之
忘
食
、
何
意
今
日
妾
自

為
之
。
後
人
之
観
妾
、
亦
猶
妾
之
視
二
前
人
一
也
、
復
何
面
目
仰
侍
二
巾
櫛
一
、

請
帰
二
死
此
堂
一
、
以
塞
二
陛
下
誤
惑
之
過
一
。
聰
覧
之
色
変
、
謂
二
其
群
下
一
曰
、

（
略
）
元
達
、
忠
臣
也
、
朕
甚
愧
之
。
以
二
娥
表
一
示
二
元
達
一
曰
、
外
輔
如
公
、

内
輔
如
二
此
后
一
、
朕
無
憂
矣
。（
娥
手
疏
し
て
啓
し
て
曰
く
、（
略
）
陛
下
の
此
の

怒
り
妾
に
由
り
て
起
る
、
廷
尉
の
禍
妾
に
由
り
て
招
く
、
人
怨
み
国
疲
る
る
こ
と
は
、
咎

め
、
妾
に
帰
す
、
諫
を
距
ぎ
忠
を
害
す
る
こ
と
は
、
亦
妾
の
由
。
古
き
に
よ
り
て
国
を

敗
り
家
を
喪
ふ
は
、
未
だ
始
め
よ
り
由
ら
ざ
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
。
妾
毎
に
古
事
を
覧

て
、
之
を
忿
り
て
食
を
忘
る
、
何
ぞ
意
は
ん
今
日
妾
自
ら
之
を
為
さ
ん
と
す
。
後
人
の

妾
を
観
る
こ
と
、
亦
猶
妾
の
前
人
を
視
る
が
如
く
な
り
、
復
た
何
の
面
目
あ
り
て
仰
い

で
巾
櫛
に
侍
ら
ん
、
請
ふ
死
し
て
此
の
堂
に
帰
し
、
以
て
陛
下
の
誤
惑
の
過
り
を
塞
が

ん
。
聰
之
を
覧
て
色
変
へ
て
、
其
の
群
下
に
謂
ひ
て
曰
く
、（
略
）
元
達
、
忠
臣
な
り
、

朕
甚
だ
之
に
愧
づ
。
娥
の
表
を
以
て
元
達
に
示
し
て
曰
く
、
外
輔
公
が
如
く
、
内
輔
此

の
后
が
如
く
、
朕
憂
ひ
無
し
。）

劉
氏
の
上
疏
文
か
ら
見
る
と
、
妻
劉
氏
は
宮
殿
営
造
の
費
え
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
忠
臣
の
禍
、
君
主
の
過
ち
、
国
の
衰
え
を
招
か
な
い
よ
う
に
劉
聡
に
諫
言
し
た
。

劉
聰
は
そ
の
義
に
感
じ
、
深
く
賞
賛
し
た
。
太
宗
は
劉
聰
の
こ
の
逸
話
を
読
ん
で
、

劉
后
の
諫
言
を
深
く
戒
め
と
し
て
、
一
小
殿
の
営
造
さ
え
も
止
め
た
の
で
あ
っ
た
。

劉
氏
の
倹
約
の
進
言
は
、
太
宗
に
対
し
て
も
強
い
勧
諫
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ

る
。『

貞
観
政
要
』
で
は
更
に
別
の
女
性
の
諫
言
を
採
録
し
て
い
る
。

　

貞
観
廾
二
年
ニ
、
軍
旅
ノ
イ
ク
サ
シ
ハ
〳
〵
ウ
コ
キ
、
宮
室
ノ
造
作
シ
キ
リ

ニ
ヲ
コ
ル
。
徐
氏
上
書
シ
テ
申
サ
ク
、（
略
）。
妾
キ
ク
、
国
ヲ
ヽ
サ
ム
ル
本
、
ス

ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
ア
ル
ヲ
タ
ト
ウ
。
土
木
ノ
功
、
カ
サ
ネ
テ
カ
ヌ
ヘ
カ
ラ
ス
。
北

闕
タ
チ
テ
ノ
チ
、
翠
微
宮
ヲ
イ
ト
ナ
ミ
、
玉
華
殿
ヲ
制
セ
ラ
ル
。（
略
）
ヤ
ハ
ラ

ケ
ヤ
ト
フ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
人
民
ノ
ツ
イ
ヱ
ヲ
イ
タ
ス
。
コ
ヽ
ヲ
モ
テ
卑
宮
非
室

ハ
、
明
王
ノ
ヤ
ス
ク
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
金
ノ
屋
玉
ノ
臺
、
奢
主
ノ
カ
サ
ル
ト

コ
ロ
ナ
リ
。
ネ
カ
ハ
ク
ハ
陛
下
民
ヲ
ツ
カ
ウ
ニ
、
農
ノ
時
ヲ
サ
マ
タ
ケ
ス
ハ
、

ス
ナ
ハ
チ
民
ノ
力
ツ
ク
ヘ
カ
ラ
ス
。（
略
）
法
倹
約
ニ
ト
ル
モ
ノ
、
ナ
ヲ
後
ノ
奢

事
ヲ
ヽ
ソ
ル
。
法
ヲ
奢
範
ニ
ナ
ス
モ
ノ
ハ
、
ナ
ニ
ヲ
モ
テ
カ
後
ノ
世
ヲ
イ
マ
シ

メ
ム
。（
略
）
太
宗
コ
ノ
言
ヲ
ヨ
ミ
シ
テ
、優
賜
ノ
タ
マ
モ
ノ
ハ
ナ
ハ
タ
ア
ツ
シ
。

（
巻
第
九　

征
伐
ノ
タ
ヽ
カ
ヒ
ニ
カ
ツ
事
ヲ
議
ス
ル
篇
第
卅
四
）

貞
観
の
末
、
太
宗
は
四
方
を
征
伐
し
、
宮
殿
を
奢
侈
に
装
飾
し
、
営
造
し
た
。
こ

の
頃
、
充
容
（
九
嬪
の
一
つ
）
で
あ
る
徐
恵㉖
は
上
疏
し
、
倹
約
を
法
と
し
、
民
衆
を
苦

し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
太
宗
を
諫
め
た
。
右
に
掲
げ
た
の
は
、
徐
氏
が
太
宗
の
造

作
事
の
奢
侈
を
戒
め
た
諫
言
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
二
重
下
線
部
の
徐
氏
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
頻
繁
に
宮
室
の
造

作
が
興
る
こ
と
に
対
し
て
、
徐
氏
は
直
ち
に
「
国
ヲ
ヽ
サ
ム
ル
本
、
ス
ル
コ
ト
ナ
キ

ニ
ア
ル
ヲ
タ
ト
ウ
。
土
木
ノ
功
、
カ
サ
ネ
テ
カ
ヌ
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
進
言
し
て
い
る
。

国
を
治
め
る
本
は
、
す
る
こ
と
な
し
を
貴
ぶ
。
し
か
る
に
土
木
の
功
は
「
す
る
こ
と

な
し
」
で
は
遂
げ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
造
作
の
奢
侈
は
国
を
治
め
る
根
本
的
な
も

の
に
そ
む
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
造
作
に
お
い
て
倹
約
に
励
む
こ
と
は
、

国
を
治
め
る
根
本
を
堅
守
す
る
こ
と
と
同
じ
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。『
徒
然

草
』
第
百
八
十
四
段
で
も
「
世
を
治
む
る
道
、
倹
約
を
本
と
す
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
徐
氏
の
考
え
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
の
明
主
は
倹
約

を
崇
め
て
、
治
世
の
た
め
に
力
を
捧
げ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
陰
に
は
女
性
の
進
言

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
松
下
禅
尼
も
息
子
に
為
政
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と

で
、
執
権
北
条
氏
の
政
権
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
貞
観
政
要
』に
記
さ
れ
た
女
性
は
妻
で
あ
り
、『
徒
然
草
』第
百
八
十
四
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段
が
記
述
し
た
松
下
禅
尼
は
母
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。立
場
は
違
う
も
の
の
、

為
政
者
に
近
い
女
性
の
発
言
と
い
う
点
で
、
両
者
は
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
『
貞
観
政
要
』
以
外
で
、
女
性
の
倹
約
に
関
す
る
諫
言
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し

た
参
照
し
や
す
い
典
籍
が
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
る㉗
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
、
兼
好

は
『
貞
観
政
要
』
の
特
長
を
認
識
し
、
女
性
が
為
政
者
に
倹
約
を
諫
め
る
こ
と
を
賞

賛
し
、
治
国
に
お
け
る
根
本
的
な
役
割
を
果
た
す
倹
約
を
松
下
禅
尼
の
逸
話
に
寓
し

て
提
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
は
松
下
禅
尼
の
逸
話
と
結
び
付
け
て
、『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
に
お
け
る

「
倹
約
」
を
考
察
し
た
。
北
条
氏
や
鎌
倉
幕
府
と
『
貞
観
政
要
』
と
の
強
い
結
び
つ
き

だ
け
で
な
く
、『
貞
観
政
要
』
が
強
調
す
る
治
国
に
お
け
る
倹
約
の
重
要
性
、
さ
ら
に

女
性
が
倹
約
を
説
く
、
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
か
ら
『
徒
然
草
』
第
百
八
十
四
段
と

『
貞
観
政
要
』
と
の
近
似
性
を
検
討
し
、兼
好
が
述
べ
る
「
倹
約
」
の
新
た
な
背
景
を

提
示
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
政
道
論
の
観
点
か
ら
『
貞
観
政
要
』
の
倹
約
に
か
か
わ
る

内
容
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
兼
好
が
提
唱
す
る
「
倹
約
」
の
意
義
も
明
ら
か
に
し
得

る
こ
と
も
提
唱
し
た
。
兼
好
は
『
貞
観
政
要
』
を
念
頭
に
、
松
下
禅
尼
の
逸
話
を
通

じ
て
、
国
を
治
め
る
根
本
と
し
て
の
倹
約
を
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。
一
見
あ
り
ふ
れ

た
倹
約
と
い
う
主
題
も
、『
貞
観
政
要
』
を
背
後
に
忍
ば
せ
つ
つ
松
下
禅
尼
の
逸
話
を

用
い
る
兼
好
の
巧
み
さ
に
よ
っ
て
、
建
物
の
造
作
に
お
け
る
為
政
者
の
倹
約
を
強
調

す
る
兼
好
の
独
自
な
想
い
は
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注①　
兼
好
法
師
・
小
川
剛
生
氏
訳
注
『
新
版
徒
然
草 

現
代
語
訳
付
き
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
、
二
〇
一
五
年
）
第
百
八
十
四
段
の
脚
注
に
よ
る
。

②　
『
徒
然
草
』
の
本
文
引
用
は
、
兼
好
法
師
・
小
川
剛
生
氏
訳
注
『
新
版
徒
然
草 

現
代

語
訳
付
き
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

③　
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

④　

国
文
学
研
究
資
料
館
高
乗
勲
文
庫
蔵
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』（
慶
長
六
年
刊
本
、
二

冊
、
国
文
学
研
究
資
料
館
新
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）
に
よ
る
。

⑤　
『
徒
然
草
拾
遺
抄　

徒
然
草
野
槌
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
に
よ

る
。

⑥　

島
内
裕
子
氏
「『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
の
注
釈
態
度
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第

十
六
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
を
参
照
し
た
。

⑦　

島
内
裕
子
氏
「
徒
然
草
古
注
釈
書
の
方
法
―
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
か
ら
『
野
槌
』

へ
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第
十
八
巻
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
を
参
照
し
た
。

⑧　

国
文
学
研
究
資
料
館
高
乗
勲
文
庫
蔵
『
徒
然
草
参
考
』（
延
宝
六
年
刊
本
、
八
冊
、

国
文
学
研
究
資
料
館
新
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）
に
よ
る
。

⑨　

注
③
に
同
じ
。

⑩　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
室
生
寺
本
、
古
典
保
存
会
、
一
九
二
五
年
）「
雑
家
」
部

に
『
帝
範
二
』
を
確
認
し
た
。

⑪　

安
田
元
久
氏
編
『
鎌
倉
将
軍
執
権
列
伝
』（
秋
田
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
所
収
し

て
い
る
阿
部
征
寛
氏
著
「
執
権
北
条
時
頼
」
を
参
照
し
た
。

⑫　
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』（
室
生
寺
本
、
古
典
保
存
会
、
一
九
二
五
年
）「
雑
家
」
部

に
『
貞
観
政
要
』
を
確
認
し
た
。

⑬　
『
新
編
日
本
古
典
文
学　

十
訓
抄
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

⑭　

小
川
剛
生
氏
著
『
兼
好
法
師
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
し
た
。

⑮　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

本
朝
文
粋
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

⑯　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

吾
妻
鏡
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
。
訓
読

は
私
意
に
よ
る
。

⑰　

群
書
類
従　

第
二
十
七
輯　

雑
部
『
小
夜
の
ね
ざ
め
』
に
よ
る
。

⑱　

群
書
類
従　

第
二
十
七
輯　

雑
部
『
樵
談
治
要
』
に
よ
る
。

⑲　

原
田
種
成
氏
『
貞
観
政
要
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
に
よ
る
。

⑳　

国
立
国
会
図
書
館
蔵
書
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
金
沢
文
庫
古
書
目
録
』
に
よ

る
。

㉑　

注
⑬
に
同
じ
。
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㉒　
『
仮
名
貞
観
政
要
』
の
引
用
は
、宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
貞
観
政
要
』（
文
禄
四
年
釈
梵

舜
写
、
十
巻
五
冊
、
国
文
学
研
究
資
料
館
新
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）
に
よ

り
、
加
藤
浩
司
編
著
『
仮
名
貞
観
政
要
梵
舜
本
の
翻
刻
と
研
究
』（
二
〇
一
九
年
、
和

泉
書
院
）
を
参
照
し
た
。
以
下
同
じ
。
句
読
点
や
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。

㉓　
『
徒
然
草
文
段
抄
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

㉔　

国
文
学
研
究
資
料
館
高
乗
勲
文
庫
蔵
『
徒
然
草
句
解
』（
寛
文
五
年
刊
本
、
七
冊
、

国
文
学
研
究
資
料
館
新
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
）
に
よ
る
。

㉕　
『
晋
書
』
第
八
冊　

巻
九
十
六
「
列
傳
第
六
十
六
」（
中
華
書
局
、一
九
七
四
年
）
に

よ
る
。
傍
線
部
は
稿
者
に
よ
る
。
訓
読
は
私
意
に
よ
る
。

㉖　
『
新
唐
書
』第
一
一
冊　

巻
七
十
六「
列
傳
第
一　

後
妃
上
」（
中
華
書
局
、一
九
七
五

年
）
参
照
。

㉗　
『
貞
観
政
要
』
が
特
殊
で
あ
る
。『
帝
範
』
と
『
群
書
治
要
』
に
は
女
性
が
為
政
者
に

倹
約
を
諫
め
る
発
言
を
見
出
さ
な
い
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


